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Ⅰ 策定の趣旨と位置付け 

 

◆新生「白河市」の誕生 

市  章 

 
 旧白河市は、昭和２４年に白河町、大沼村が合併して市制を施行し、同

２９年７月白坂村、同年１０月小田川村、同３０年３月五箇村と合併、同

年８月表郷村の一部（旗宿・関辺地区）を編入しました。 

一方、表郷村、東村、大信村の旧３村は、「昭和の大合併」によって同 

３０年２月古関村、金山村、社村が合併して表郷村となり、同３月釜子村、

小野田村が合併して東村（同年８月小貫と大田輪が東村から浅川町に編入）

となり、同４月信夫村、大屋村が合併して大信村となりました。 

 この後、約半世紀が経過し、いわゆる「平成の大合併」により、平

１７年１１月７日、白河市、表郷村、東村、大信村が合併し、新生「

河市」が誕生しました。東北縦貫自動車道、東北新幹線などの高速交

体系が整備されており、首都圏との近接性が増し、企業の立地、大規

住宅団地の造成、郊外型の大規模ショッピングセンターが建設される

ど県南地方の中核都市として発展しています。 

成 

白

通

模

な

  
 

市の花「ウメ」 
 

 

◆白河市地域水道ビジョン 

 平成１７年より新生「白河市」の誕生に伴い、水道事業は旧水道事

体の形態を引き継ぐ形で３つの上水道事業と４つの簡易水道事業と合わ

せて７つの水道事業で運営することになりました。 

業  

市の木「アカマツ」 

  

現在の水道事業の計画一日最大給水量は、次のようになっています。 

 

 

白河市全体水道事業（計画一日最大給水量 40,343ｍ3/日） 

     白河水道事業  （ 27,260ｍ3/日）  

市の鳥「ウグイス」 

     五箇簡易水道事業（ 520ｍ3/日） 

     東部簡易水道事業（ 3,160ｍ3/日） 

     旗宿簡易水道事業（ 153ｍ3/日） 

表郷水道事業  （ 3,150ｍ3/日） 

     東水道事業（ 3,100ｍ3/日） 

     大信簡易水道事業（ 3,000ｍ3/日） 
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水需要の減少や水道施設の維持管理など、水道事業を取り巻く環境は転換期を迎えることや、

厚生労働省から今後の水道に関する重点的な政策課題と、具体的な施策及び方策、工程等を示

した「水道ビジョン」が発表されたことを背景に、本市水道事業は、「白河市第 1次総合計画」

及び「福島県水道整備基本構想 ２００５（福島県地域水道ビジョン）」の下、新市にふさわし

い水道事業の将来像を「新たな都市(まち)の未来へつなぐ水道」とし、施策と方向性を示す中長

期計画として「白河市地域水道ビジョン」を策定しました。 

 

各水道事業の創設と現認可 

西暦 元号
太平洋戦争 1941 16

終戦 1945 20

白河水道《創設認可》 旧白河市誕生 1949 24
【認可日】S26.5.19 1951 26
【給水人口】30,000人
【一日最大給水量】5,400㎥/日

旧表郷村・東村・大信村誕生 1955 30

東京オリンピック開催 1964 39

五箇簡易水道《創設認可》 ビートルズ来日 1966 41 東部簡易水道《創設認可》
【認可日】S46.6.26 【認可日】S48.8.10
【給水人口】1,460人 十勝沖地震 1968 43 【給水人口】3,200人
【一日最大給水量】283㎥/日 1969 44 【一日最大給水量】545㎥/日

大阪万国博覧会 1970 45
1971 46

表郷水道《創設認可》 オイルショック 1973 48 大信簡易水道《創設認可》
【認可日】S55.10.24 【認可日】S50.7.4
【給水人口】6,200人 1975 50 【給水人口】3,700人
【一日最大給水量】2,480㎥/日 1977 52 【一日最大給水量】736㎥/日

宮城県沖地震 1978 53
1980 55

五箇簡易水道《第2次拡張事業》 東簡易水道《創設認可》
【認可日】S62.3.9 【認可日】S52.5.9
【給水人口】1,800人 ロサンゼルスオリンピック開催 1984 59 【給水人口】4,600人
【一日最大給水量】520㎥/日 【一日最大給水量】1,454.5㎥/日

東北自動車道全線開通 1986 61
旗宿簡易水道《創設認可》 1987 62 東水道《第2次拡張事業》

【認可日】H9.3.4 六四天安門事件 1989 平成元 【認可日】H8.3.27
【給水人口】370人 湾岸戦争･バブル崩壊 1990 2 【給水人口】6,500人
【一日最大給水量】153㎥/日 ソビエト連邦崩壊 1991 3 【一日最大給水量】3,100㎥/日

山形新幹線開業 1992 4
北海道南西沖地震 1993 5

表郷水道《第1次拡張事業》 松本サリン事件発生 1994 6 東部簡易水道《第3次拡張事業》
【認可日】H10.3.30 兵庫県南部地震 1995 7 【認可日】H10.3.31
【給水人口】7,920人 ペルー日本大使館人質事件 1996 8 【給水人口】4,960人
【一日最大給水量3,150㎥/日 消費税５％に増税 1997 9 【一日最大給水量】3,160㎥/日

1998 10
1999 11

白河水道《第4次拡張事業》 シドニーオリンピック開催 2000 12 大信簡易水道《第3次拡張事業(変更)》

【認可日】H11.2.24 アメリカ同時多発テロ 2001 13 【認可日】H15.1.30
【給水人口】49,500人 FIFAワールドカップ共催 2002 14 【給水人口】4,990人
【一日最大給水量】27,260㎥/日 イラク戦争勃発 2003 15 【一日最大給水量】3,000㎥/日

2004 16
現白河市誕生 2005 17
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Ⅱ 計画の基本諸元 

１.計画年次 

 

 白河市地域水道ビジョンの目標年度及び計画期間は「白河市水道事業整備基本計画」と整合

を図り、次のとおりに設定します。 

 

   計画期間：平成２１年度（２００９年度）～平成３５年度（２０２３年度） 

   目標最終年度：平成３５年度 

 

 

２.計画給水区域 

  

平成１７年１１月７日の行政区合併により、白河市水道事業の給水区域は旧水道事業（３上水

事業及び４簡易水道事業）を統合するとともに、水道加入要望のある地区及び開発見込みのあ

る地区を給水区域に拡張します。その結果、現在の行政区域内人口に対する計画給水区域内人

口の割合は、９９.４％となっており、居住区域をほぼ包含します。 

 

給水区域図 
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３.将来の計画人口と計画給水量 

  

平成 35年度における計画人口と計画給水量は、上位計画との整合や過去の実績からの推計結果

を以下に示します。 
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一日最大給水量（m3/日）

行政区域内人口（人）

給水人口（人）

（m3/日） （人）水需要の実績と予測
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画期間の事業規模は、つぎのとおりとします。 

 

    行 政 区 域 内 人 口 66,000人 

    給 水 区 域 内 人 口 64,000人 

    計画一日最大給水量 29,800 m3/日 
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Ⅲ 水道事業の課題 

  

白河市の水道事業の抱える課題は、以下の項目が挙げられます。 

それぞれの課題は、＜安心＞＜安定＞＜持続＞＜環境＞の各分野の今後の取り組む課題とな

ります。 

 

 
 優先度 

 
高 

  ・各水道事業の統合＜持続＞ 

    ・水道事業ごとに異なる水道料金と料金体系の統一＜持続＞ 

・水需要減少による料金収入減に対応した財政計画＜持続＞ 

・老朽管・老朽施設の更新＜持続＞ 

  ・危機管理体制の整備＜安心＞ 

  ・主要施設の耐震化＜安心＞ 

・災害時の給水拠点施設の整備＜安心＞ 

・集中監視装置等による情報の一元化＜安定＞ 

  ・効率的な配水系統の見直し＜安定＞ 

・事業の効率化を見据えた民間的手法の導入＜持続＞ 

・水質向上のための施設の整備＜安心＞ 

  ・情報公開の推進＜安心＞ 

・幹線管路のループ化＜安定＞ 

・環境保全への貢献＜環境＞ 
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Ⅳ 将来像と目指す方向 

 

“私たちが水道に求めること。それは蛇口の水が安心して飲めるおいしい水であるというこ

とではないでしょうか。” ライフラインという言葉が示すとおり、水道はまさに都市の生命線

であり、毎日の暮らしのなかで最も重要なものです。 

そこで、「安定と安心」「安全と快適」「信頼と環境」の３つの視点から水道事業の将来像を捉

え、「新たな都市
ま ち

の未来へつなぐ水道」を基本理念としました。 

この基本理念を展開するため、３つの目指す目標を掲げ、今後の水道事業の進むべき方向を

明らかにする６つの基本方針を策定し、施策を展開していきます。 

 

  
基本方針 目指す目標 将来像 施    策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新
た
な
都
市

ま

ち

の
未
来
へ
つ
な
ぐ
水
道 

 
経営体質の強化 

 
 
 

管理水準の向上

 
 
 
 
 

持続し続ける 
水道を目指して 

①水需要の見通しと供給能力配分 
②経年施設･管路の計画的な更新 
③施設情報監視の集中化 
④漏水防止対策の推進 
⑤管理体制の適切な評価 
⑥水質向上と水質管理の強化 
⑦職員の能力向上 

①事業統合による水道料金の統一 
②適正な水道料金の設定 
③民間的経営手法の活用 

 
災害や事故に強い

水道の構築 

 
安定した水供給シ

ステムの構築 

 
 
 

安全な水の安定的

供給を目指して 

①安定した水源の確保 
②施設の適切な配置 
③配水管幹線のループ化 
④給水区域内の水道未普及地区の解消

①災害時対策･テロ対策体制の強化 
②拠点施設・配管の耐震化 
③バックアップ対策 

④緊急貯水槽等の整備 

 
市民とのパートナ

ーシップの構築 

 
 
 

利用者に親しまれ

る水道を目指して 

 

水道環境の保全 

①広報やインターネットによる情報提

供の充実 
②市民への積極的なＰＲ活動 
③利用者の満足度意見聴取 

①水源の水域環境の保全 
②環境に配慮する水道 
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Ⅴ 具体的な施策 

 

１.管理水準の向上 

 

◆施設の再構築・再配置 

 今後の水需要は減少傾向になると予測されるの

で、効率的な施設配置と供給能力の見直しを行い

がら、施設の再構築を図ります。 

な

 

◆石綿管及び経年老朽管の更新 

 漏水防止対策としては、耐用年数を過ぎた老朽

の更新を実施し、経年管については漏水調査を行い、更新または補修して延命化を図ります。 

・水需要の見通しと供給能力配分水需要の見通しと供給能力配分

・経年施設・管路の計画的な更新経年施設・管路の計画的な更新

・施設情報監視の集中化施設情報監視の集中化

・漏水防止対策の推進漏水防止対策の推進

・管理体制の適切な評価管理体制の適切な評価

・水質向上と水質管理の強化水質向上と水質管理の強化

・職員能力の向上職員能力の向上

施施 策策

管

 特に経年している石綿セメント管に重点を置き、目標年次までに石綿セメント管を耐震管に

更新することを目標とします。 

 

 

 

 
管路更新のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：水道維持管理指針（日本水道協会 1998年） 
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◆情報の一元集中管理 

 設備及び施設台帳を整備し、施設情報をリアルタイムに一括監視し、効率化と非常時のスム

ーズな対応に努めます。 

 

 

 

集中監視システム構築計画 

  
 

 

表郷分所 
中央監視 

中央取込み 
運転状況画面監視・データ蓄積・コントロール 

＜集中監視システム構築計画＞ 

東分所 
中央監視 

大信分所 
中央監視 

五箇簡水 東部簡水 

白河水道 旗宿簡水 

中央取込み計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
水質モニターシステム図（イメージ）◆業務体制の見直し 

 業務効率の向上策として、

現組織体制を業務量と照ら

し合せて適正に評価して、限

られた職員数で効率的に事

業運営できる組織体制を検

討します。また、行政責任の

明確化に留意し、一部の業務

の第三者委託を視野に入れ

ます。 

 

◆水質の監視強化 

 水質向上策として、連続し

て計測できる水質監視設備

の設置を検討し、水質の監視

を一層強化し、安全でおいし

い水の供給に努めます。 

8 



 

２.経営体質の強化 

・事業統合による水道料金の統一事業統合による水道料金の統一

・適正な水道料金の設定適正な水道料金の設定

・民間的経営手法の活用民間的経営手法の活用

施施 策策

 

◆水道料金の見直し 

 公平な受益者負担の原則から、異なる水道料金

系を見直し、料金の統一を行います。 

体

 また、水道経営の独立採算性の原則を踏まえ、公平で適正な費用負担と合理性を兼ね備た、

水道経営が持続可な、料金体系の構築を目指します。全国で５０％以上の水道事業体が採用し

ている基本料金と従量料金の二部料金制を視野に入れます。 

 
水道料金と他の公共料金との対比（市民アンケート）  
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３.安定した水供給システムの構築 

 

◆水源の確保 

 水源取水量の７８％を占める地下水の井戸は、経

年とともに目詰まりや帯水層と水位の変化による

取水能力の低下を防ぐため、揚水試験や水中カメ

等により井戸の機能診断を適宜に実施します。また、必要に応じて、井戸洗浄や改造等の機能

回復対策を施し、積極的に新規水源を取得するなど、安定して取水できる体制を確保します。 

 

・安定した水源の確保安定した水源の確保

・施設の適切な配置施設の適切な配置

・配水管幹線のループ化配水管幹線のループ化

・水道未普及地区の解消水道未普及地区の解消

施施 策策

ラ
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◆配水幹線のループ化 

、幹線となる管

水道未普及地区の解消

 配水管路のループ化は

路を中心に、単線でなく別路線で複数に

布設することで、ある箇所が事故で不通

になった場合でも別路線から補給できる

配管システムである。これを行うことに

より、配水の圧力の均一化と配水幹線の事

る管路のループ化の検討を行って、安定給水に努めるとともに、水道水の受水量を最大限に有

効利用するための施設整備を検討します。 

 

西 郷 向 山 ～ 白 河 米 村 北

白 河 南 真 舟 ～ 白 河 米 村 北

配水幹線ループ化　整備区間

国道・主要道改良に伴い同時配管布設

都市計画道路建設に伴い同時配管布設

 

故や更新工事の際に断水等の影響を無くす利点のあ

◆  

ら、水道未普及地区の市民への情報提供及び水道への理解と加入促

.災害や事故に強い水道の構築 

防災マニュアルの整備

 生活の衛生水準の確保か

進を図っていきます。 

 

 

４

 

◆  

た場合には万全の体制を

・

 大規模災害等が発生し

図るため、水道版防災マニュアルを整備し、初動体

制・応急給水活動・応急復旧活動・資機材の調達

広報活動・応援受入体制、管路の応急復急などの手

順を定めて、職員が災害時にスムーズに対応できる

体制の構築強化に努めます。 

 

・災害対策・テロ対策体制の強化災害対策・テロ対策体制の強化

・拠点施設・配管の耐震化拠点施設・配管の耐震化

・バックアップ体制バックアップ体制

・緊急貯水槽の整備緊急貯水槽の整備

・管理体制の適切な評価管理体制の適切な評価

施施 策策

 

災害時対策の分類・体系

災害時対策 

拠点施設･配管の耐震化対策 

発生被害の抑制 

影響の最小化 

バックアップ対策 

応急給水作業 

応急復旧作業 
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◆施設の防護対策及び警備強化 

 市民のライフラインをテロ事件などの新たな危機から守るため、水道施設の防護対策を施す

とともに、一層の監視強化及び警備強化に努めます。 

 

◆緊急貯水槽の整備 

 阪神・淡路大震災の経験より、震災直後からの時間の経過に伴って、水道に対する市民の要

望は変化していきます。従って、飲料水の確保だけでなく、トイレ用水・洗濯用水・風呂用水

を供給していくためには、水道システム全体の耐震機能の向上を図る必要があり、その復旧目

標を次のように設定します。 

 

   震災発生 ～ 3日目  飲料水の確保 

      （飲料水 1人 1日 3 ﾘｯﾄﾙ） 

  震災後  4～ 7日目  最低生活を営む水量の確保 

      （トイレ、炊事用 1人 1日 3～20 ﾘｯﾄﾙ） 

  震災後  8～14日目  生活を営む水量の確保 

      （風呂、洗濯  1人 1日 20～100 ﾘｯﾄﾙ） 

  震災後 15～完全復旧 生活用水の確保 

      （生活用   1人 1日 100～250 ﾘｯﾄﾙ） 

 

緊急用貯水槽の案内看板 
 水道施設からの配水

が不可能となった場合

の応急給水に備え、現

在白河地域に耐震型の

緊急用貯水槽が３ケ所

の公園内に設置してい

ます。今後は表郷地

域・東地域・大信地域

への設置を適宜検討し

ていきます。 

緊急用貯水槽の概要図 
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５.市民とのパートナーシップの構築 

 

◆情報提供と PR活動 

 広報誌やホームページなどさまざまな媒体によ

り、利用者が知りたい情報や、水道事業者から発

したい情報を分かりやすく提供していきます。 

 

信

利用者との対話と意見アンケート 

ため、利用者モニター制度や利用者アンケート調査の実

・広報や広報やHPHPによる情報提供の充実による情報提供の充実

・市民への積極的なＰＲ活動市民への積極的なＰＲ活動

・利用者の満足度意見聴取利用者の満足度意見聴取

施施 策策

 

◆

 水道利用者の意見、意識を把握する

施などの利用者参加型事業を定期的に催し、第三者で組織する委員会等による事業運営方法や

経営評価を受け、サービス向上や営業改善に努めます。 

 

 

 
参考データ  ＜平成 18 年 水道に関するアンケート調査結果より＞  

 

41%

27%

38%

26%

32%

31%

17%

18%

16%

17%

16%

17%

8%

8%

13%

15%

11%

11%

17%

27%

21%

27%

20%

22%

2%

3%

2%

2%

17%

10%

3%

5%

9%

8%

8%

7%

6%

9%

8%

1%

0% 0%
0%

0%

1%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域不明

大信

東

表郷

白河

全体

１　水道水の水質などに関する情報 ２　水源の状況に関すること

３　水道に関する将来の計画 ４　水道料金の仕組みと料金の使われ方

５　料金の支払方法や水道申込みの手続きに関すること ６　家庭の水道管や給水装置（ﾒｰﾀｰ、蛇口など）に関すること

７　水道管の工事や断水の情報 ８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

水道に対して知りたい情報 
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６.水道環境の保全 
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◆環境負荷の低減 

 水道事業は限りある水資源を、多量のエネルギ

ーを使用して供給しています。水道事業者として

環境の負荷低減に努めることは、将来にわたって良質な水を安定して供給するうえで、当然の

責務であるため、国際規格 ISO14001の環境マネジメントシステムの要求事項などを参考にしな

がら、独自の環境負荷低減に向けた取り組みを実施していきます。 

・水源の水域環境の保全水源の水域環境の保全

・環境に配慮する水道環境に配慮する水道

施施 策策

 

 涵養森林イメージ ◆水源環境の整備・保全 

 水源水域の自然的変化、社会的変化に

よる水質に及ぼす影響を監視し、水源涵

養林の整備、維持などに力を入れ、環境

保全に努めます。 

 

 

 

Ⅵ 推進方法 

 

 「地域水道ビジョン」の各実現方策を的確に実現すべく、事業活動において、３年単位で見

直しを行い、施設計画や経営計画など、ハード・ソフト両面からのアプローチを行うとともに、

関係者の意見を聞取りつつ、その計画に妥当性があるか判断したうえで、必要に応じて軌道修

正を加えながら、将来像へ向かっていきます。 
 

 

 

 

最終目標 

抽
出
さ
れ
た
課
題 

水
道
事
業
の
レ
ベ
ル 

軌道修正 
（3年後） 

 

目標 
（10年後）

目標年次
の将来像 

 

残
存
す
る
課
題 

見
直
す
課
題 

現
況
課
題 

見直された 
実現方策 

当初の 
実現方策 

最終的な 
将来像 

現況 
 

実現方策 

目標 15年後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


